
建設工事共同企業体の取扱いについて 

 

経常企業体(甲型)について 

 ［対象工事］ 予定価格の額が３億円未満の工事（最下位等級の工事を除く） 

 ［結成回数］ 一つの企業が登録機関(各総合振興局・振興局、各建設管理部、建築局)ごとに登録す

ることができる回数は、資格の種類ごとに１回となります。   

     （例）建設管理部が発注する一般土木工事の資格を希望する場合 

       Ａ社がＢ社と結成したＡ・Ｂ経常ＪＶの登録機関が次の建設管理部のとき、 

札幌 小樽 函館 室蘭 旭川 留萌 稚内 網走 帯広 釧路 

○ ○   ○      

       Ａ社が新たにＣ社と経常ＪＶを申請することが可能な建設管理部は、 

札幌 小樽 函館 室蘭 旭川 留萌 稚内 網走 帯広 釧路 

× × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 

        となります（同一建設管理部での重複申請はできません）。 

  ［申請受付］ 希望する登録機関（各総合振興局・振興局地域政策部総務課、各建設管理部入札契約

課、本庁建築局計画管理課）へ申請書を提出してください。 

 

経常企業体(乙型)について 

［対象工事］ 資格の種類ごとに分担して施工する３億円未満の工事（例：一般土木＋舗装） 

［結成回数］ 一つの企業が登録機関ごとに登録することができる回数は、異なる資格の組合せごと

に１回となります。  

     （例）Ｘ社が一般土木工事、Ｙ社が舗装工事を分担するＸ・Ｙ（乙型）ＪＶをＡ建設管理部

に申請する場合 

         ・Ｘ社(土木)が、新たにＺ社（舗装）と結成するＸ・Ｚ(乙型)JV は、Ａ建管には申請で

きません。ただし、Ａ建管以外の建管又は振興局等への申請は可能です。 

       ・また、Ｘ社(舗装）がＹ社（土木）と結成するＸ・Ｙ(乙型)JV は、Ａ建管には申請で

きません（土木＋舗装の組合せのＸ・Ｙ（乙型）JV を既に申請しているため）。 

構成員の組合せ Ａ建設管理部 

 ①  Ｘ社（土木）＋Ｙ社（舗装） 

 ②  Ｘ社（土木）＋Ｚ社（舗装） 

○ 

× 

 ③  Ｘ社（舗装）＋Ｙ社（土木） × 

  ［申請受付］ 希望する登録機関へ申請書を提出してください。 

 ［活用する工事に係る発注見通しのお知らせ(工事情報)］ 

経常企業体（乙型）を活用する工事については、工事情報により分担工事の資格の種

類等を明示しますので、これを参考に結成及び申請を行ってください。 

 

特定企業体について 

  ［対象工事］ 大規模で技術的難度の高い工事を施工する際に、技術力等を結集することにより、安

定した施工を確保する必要がある場合で、条件付一般競争入札及び予定価格の額が３億

円以上の制限付一般競争入札に付する工事 

［結成方法］ 対象工事ごと 


